
第二次「国と地方の協議」（平成２４年秋）　新たな規制の特例措置　優先提案一覧
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１回
目 Ｄ

　廃棄物は、その性格上ぞんざいに扱われ、その結果として生活環境保全上の支障が生じやす
い。このため、廃棄物の処理にあたっては許可等を必要としているものであり、その趣旨を踏まえ
れば、一定地域内であっても、単純に許可を不要とすることはできない。
　なお、特定の地域において、再生利用が確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの収
集又は運搬を行う者を市町村長が指定して許可を不要とする「再生利用指定制度」があるので、
これをご活用いただきたい。

　「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」の来年４月施行に向けて準備を進
めているところである。本法に基づく認定事業者は認定区域内において、一般廃棄物及び産業廃
棄物における各々の収集運搬業及び処分業の許可が不要となるため、活用を検討されたい。

ｂ

【廃棄物対策課】
　特区においては、幅広い金属系使用済製品について県内外から広く回収することを目的として
おり、その回収量の多くは特例措置を活かして県外から確保することを目指していたもの。再生利
用指定制度の活用については、県外から搬入しようとする場合、各県の自治体が取り扱いを定め
ていく必要であり、特区のみでの対応は困難である。本県としては国レベルで対応していかなれ
ば、県内のみ特例措置を講ずる必要性がない。このため、本件については、今後、小型家電リサ
イクル法の政省令等の内容が明らかとなり、なお、特区として広域に取り扱いたい金属系使用済
製品がでてきた際に産業用機器の取り扱いとあわせ、新法の特例措置として提案させていただき
たい。

【リサイクル推進室】
　特区の要望事項（品目、認定事業者の条件）については、速やかに小型家電リサイクル法の政
省令等の内容を含んだ制度の全貌をご提示いただいたうえで、協議させていただきたい。

【廃棄物対策課】
　環境省より再生利用指定制度の活用について提案を受
けているが、指定自治体は、特区の目標を達成するため
には県内だけでなく県外からも広く搬入する必要があるた
め、本制度の活用は困難であるとしている。本件について
は、小型家電リサイクル法（以下「新法」という。）が対象と
する品目と指定自治体が広く回収を行いたい品目が明ら
かにならなければ、必要な特例措置の提案・協議を行うこ
とが困難なため、一旦協議を終了する。環境省は新法の
政省令等の詳細を指定自治体に示すこと、また指定自治
体は新法の対象とならない一般廃棄物を広く収集するた
めに必要な特例措置について検討のうえあらためて提案
すること。
【リサイクル推進室】
　環境省より要望内容は新法により実現可能との見解が
示されているが、指定自治体は政省令等の具体的内容が
明らかにならないため判断できないとしている。環境省は
現在の政省令等の状況（とりわけ品目、認定事業者の条
件、今後のスケジュール）を県に明示すること。

Ⅲ

２回
目 Ｄ

10月９日に中央環境審議会と産業構造審議会の合同会合を開催し、この会合のなかで「小型電
子機器等リサイクル制度について」を議題として、本法の概要を示すとともに、政省令に係る内容
案を提示している。この中で、品目及び認定事業者の条件に係る内容を示しているので、検討経
過としてご確認いただきたい。
また、次回開催は12月を予定している。

ｂ

本県では平成18年から実施したこでん回収試験の成果をもとに特区提案を行っている。
一方、環境省でも同様にこでん回収試験や社会実験の成果をもとに新法を策定している。
今回、提示されている政省令案は、太陽光パネルなど一部の機器を除けば、小型家電だけでな
く、より多くの品目がリサイクルされるよう制度設計され、対象品目には収集運搬に係る特例措置
が講じられることとなっており、特区が求めてきた当該特例措置は概ね新法に反映されていると
考えている。
なお、特区として更に取り扱いたい金属系使用済製品を広域リサイクルする場合の特例措置等
については別途検討させて頂きたい。

１２月に開催された中央環境審議会と産業構造審議会の
合同会合において提示された「小型家電リサイクル法（以
下「新法」という。）」の政省令等の具体的内容を踏まえ、
指定自治体より提案内容については概ね実現できる見込
みであるとの回答があったため協議を終了とする。指定自
治体は4月から施行される新法に基づき、小型家電認定
事業者の認定等を受け、総合特区の目標の実現に向け
て率先して取り組むこと。
なお、新法に基づき特区の取り組みを進める中でその改
善等が必要なとなる場合は、指定自治体は改めて必要な
規制の特例措置等の提案を行うこと。

Ⅰ

１回
目 Ｄ

廃棄物処理法施行規則第９条第２号において、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物について
は、再生利用指定制度による都道府県知事の指定を受けることで、産業廃棄物収集運搬業の許
可が不要となる特例がある。貴自治体の廃棄物担当部局とよく相談の上、当該制度の活用を検
討されたい。

「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」の来年４月施行に向けて準備を進め
ているところである。本法に基づく認定事業者は認定区域内において、一般廃棄物及び産業廃棄
物における各々の収集運搬業及び処分業の許可が不要となるため、活用を検討されたい。

ｂ

【産業廃棄物課】
　再生利用指定制度の活用については、県外から搬入しようとする場合、本県以外に効果が及ば
ないことから、特区のみでの対応は困難である。本県としては国レベルで対応していかなれば、
県内のみ特例措置を講ずる必要性がない。本県としては、再生利用指定制度以外の方法により
広域収集が円滑に機能するために必要な提案については、内部で検討を進め、新法での特例措
置を含め、今後あらためて提案させていただきたい。

【リサイクル推進室】
　特区の要望事項（品目、認定事業者の条件、産業廃棄物）については、速やかに小型家電リサ
イクル法の政省令等の内容を含んだ制度の全貌をご提示いただいたうえで、協議させていただき
たい。

【産業廃棄物課】
　環境省より再生利用指定制度の活用について提案を受
けているが、指定自治体は、特区の目標を達成するため
には県内だけでなく県外からも広く搬入する必要があるた
め、本制度の活用は困難であるとしている。本件について
は、小型家電リサイクル法（以下「新法」という。）が対象と
する品目と指定自治体が広く回収を行いたい品目が明ら
かにならなければ、必要な特例措置の提案・協議を行うこ
とが困難なため、一旦協議を終了する。環境省は新法の
政省令等の詳細を指定自治体に示すこと、また指定自治
体は新法の対象とならない産業廃棄物を広く収集するた
めに必要な特例措置についてあらためて提案すること。
【リサイクル推進室】
　環境省より要望内容は新法により実現可能との見解が
示されているが、指定自治体は政省令等の具体的内容が
明らかにならないため判断できないとしている。環境省は
現在の政省令等の状況（とりわけ品目、認定事業者の条
件、産業廃棄物、今後のスケジュール）を県に明示するこ
と。

Ⅲ

２回
目 Ｄ

10月９日に中央環境審議会と産業構造審議会の合同会合を開催し、この会合のなかで「小型電
子機器等リサイクル制度について」を議題として、本法の概要を示すとともに、政省令に係る内容
案を提示している。この中で、品目及び認定事業者の条件、産業廃棄物に係る内容を示している
ので、検討経過としてご確認いただきたい。
また、次回開催は12月を予定している。

ｂ

本県では平成18年から実施したこでん回収試験の成果をもとに特区提案を行っている。
一方、環境省でも同様にこでん回収試験や社会実験の成果をもとに新法を策定している。
今回、提示されている政省令案は、太陽光パネルなど一部の機器を除けば、小型家電だけでな
く、より多くの品目がリサイクルされるよう制度設計され、対象品目には収集運搬に係る特例措置
が講じられることとなっており、特区が求めてきた当該特例措置は概ね新法に反映されていると
考えている。
なお、特区として更に取り扱いたい金属系使用済製品を広域リサイクルする場合の特例措置等
については別途検討させて頂きたい。

１２月に開催された中央環境審議会と産業構造審議会の
合同会合において提示された「小型家電リサイクル法（以
下「新法」という。）」の政省令等の具体的内容を踏まえ、
指定自治体より提案内容については概ね実現できる見込
みであるとの回答があったため協議を終了とする。指定自
治体は4月から施行される新法に基づき、小型家電認定
事業者の認定等を受け、総合特区の目標の実現に向け
て率先して取り組むこと。
なお、新法に基づき特区の取り組みを進める中でその改
善等が必要なとなる場合は、指定自治体は改めて必要な
規制の特例措置等の提案を行うこと。

Ⅰ

１回
目 Ｄ

「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」の来年４月施行に向けて準備を進め
ているところである。本法に基づき、特区を含む認定区域内で回収を行う認定事業者が存在する
場合には、市町村は、当該認定事業者等に引き渡すよう努めることとしており、この引渡しに際し
て、委託基準は適用されない。

ｂ

小型家電リサイクル法に基づく委託基準の取り扱いについては大筋で了解しました。
本県は、これまでの小型家電リサイクルに係るモデル事業を通じ新法に対する認知度が高く、来
年4月からの施行にあたり、一定の資源回収成果が見込まれると思われます。
しかしながら、全国的に見ると必ずしも新法が周知されているとは認めがたく、さらには新法の施
行に係る政省令が未だ明らかにされておらず、来年の4月の施行に本県の各市町村でさえ、対応
できかねぬ事が予想されます。
そのような中で、本特区においては、複数県を対象とする新法における認定事業者の要件を一県
内でも認定事業者となり得るよう認めて頂くことで、全国的に先行し新法に取り組むことが可能に
なると思われます。

　委託基準の緩和については小型家電リサイクル法（以
下「新法」という。）の施行により、実現可能となるなる見込
みのため協議を終了するが、指定自治体は新法の施行に
当たり、特区の目標である資源循環に関する政策課題の
解決を図るため、既に熟度の髙い県内の地域を中心とし
た先行認定・実施を求めている。このことについて環境省
は引き続き協議を行うこと。

Ⅲ

２回
目 Ｄ

「一県内でも」の要望については、623番及び624番に対する前回の回答において、　既存制度の
活用の検討を提案しているところであり、精査及びご検討いただきたい。
また、10月９日に中央環境審議会と産業構造審議会の合同会合を開催し、　この会合のなかで
「小型電子機器等リサイクル制度について」を議題として、本法の概要を示すとともに、政省令に
係る内容案を提示している。　この中で、認定区域等に係る内容を示しているものの、制度として
検討中の段階であり、検討経過としてご確認いただきたい。

ｂ

本県では平成18年から実施したこでん回収試験の成果をもとに特区提案を行っている。
一方、環境省でも同様にこでん回収試験や社会実験の成果をもとに新法を策定している。
今回、提示されている政省令案は、太陽光パネルなど一部の機器を除けば、小型家電だけでな
く、より多くの品目がリサイクルされるよう制度設計され、対象品目には収集運搬に係る特例措置
が講じられることとなっており、特区が求めてきた当該特例措置は概ね新法に反映されていると
考えている。
なお、特区として更に取り扱いたい金属系使用済製品を広域リサイクルする場合の特例措置等
については別途検討させて頂きたい。

１２月に開催された中央環境審議会と産業構造審議会の
合同会合において提示された「小型家電リサイクル法（以
下「新法」という。）」の政省令等の具体的内容を踏まえ、
指定自治体より提案内容については概ね実現できる見込
みであるとの回答があったため協議を終了とする。指定自
治体は4月から施行される新法に基づき、小型家電認定
事業者の認定等を受け、総合特区の目標の実現に向け
て率先して取り組むこと。
なお、新法に基づき特区の取り組みを進める中でその改
善等が必要なとなる場合は、指定自治体は改めて必要な
規制の特例措置等の提案を行うこと。

Ⅰ

環境省リサイク
ル推進室

小型家電リサイク
ル法

レアメタ
ル等リ
サイク
ル資源
特区

特区内で行う家電
等金属系使用済製
品の広域回収にあ
たっては、県が指
定する収集事業者
は一般廃棄物収集
運搬業の許可取得
を要しない。

環境省
廃棄物対策課
リサイクル推進
室

廃棄物処理法第７
条第１項
小型家電リサイク
ル法第13条第１項

環境省
産業廃棄物課
リサイクル推進
室

廃棄物処理法第１
４条第１項
小型家電リサイク
ル法第13条第３項

・総合特別区域法に「特定収集運搬事
業者」を規定し、特区内で行う家電等
金属系使用済製品の広域回収にあ
たっては、許可等を要せずに広域回収
を行うことができる仕組みとする。

・本特区では県が特定収集運搬事業
者を指定できる仕組みとする。

レアメタル等金属資源の安定確保と資
源循環型社会の構築

地域
03

レアメタ
ル等リ
サイク
ル資源
特区

特区内で行う家電
等金属系使用済製
品の広域回収にあ
たっては、一般廃
棄物の処分の委託
基準を緩和するこ
と。

625

・本特区に家電等金属系使用済製品
の搬入を行おうとする市町村は国また
は県が指定する「特定再資源化等事
業者」との契約を行うものとし、各市町
村間の通知等の事務は要しないもの
とする。

レアメタル等金属資源の安定確保と資
源循環型社会の構築

地域
03

レアメタ
ル等リ
サイク
ル資源
特区

特区内で行う家電
等金属系使用済製
品の広域回収にあ
たっては、県が指
定する収集事業者
は産業廃棄物収集
運搬業の許可取得
を要しない。

624

623

・総合特別区域法に「特定収集運搬事
業者」を規定し、特区内で行う家電等
金属系使用済製品の広域回収にあ
たっては、許可等を要せずに広域回収
を行うことができる仕組みとする。

・本特区では県が特定収集運搬事業
者を指定できる仕組みとする。

　　　　　　　　　　　　　　　内閣府記載欄

【Ⅰ：提案者の取組を実現するための方策について国と地方
で合意に至ったもの
Ⅱ：提案者の取組を実現するため方策の方向性について合意
至り、一部条件等を詰めるための協議を継続するもの
Ⅲ：取組を実現するための方策について国と地方の間に見解
の相違があり、合意に至らなかったもの
Ⅳ：一旦協議を終了し、提案者側で再検討を行うもの】

対面協議提案事項の具体的内容 政策課題 回数

国と地方の協議【書面協議】　担当省庁の見解

【A-1：指定自治体の提案どおり総合特区で実施　A-2：全国展開で実施　B：条件を提示して実施　C：代替案の提示
D：現行法令等で対応可能　E：対応しない　F：各省が今後検討　Z：指定自治体が検討】

整理
番号

国と地方の協議【書面協議】　指定自治体の回答

【ａ:了解　ｂ：条件付き了解　ｃ：受け入れられない　ｄ：その他】
特区
区分

総合
特区
名

提案事項名

レアメタル等金属資源の安定確保と資
源循環型社会の構築

地域
03
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